
〈問合先〉 
岐阜南社会保険事務所 
1273-6161

今までの取扱い 
○年金記録が訂正された結果、年金が増額された場合でも、時効消滅により直
　近５年間分の年金に限ってお支払いしていました。 
今後の取扱い 
○「年金時効特例法」の成立により、時効消滅により受け取ることができな
　かった分も全期間さかのぼってお支払いします。 
 
 
○既に年金記録が訂正されているかた 
　（１）年金記録の訂正により年金が増えたが、従来、過去の増額分は時効消滅により直近の５年間分の年金に限って
　お支払いしていたかた 

　（２）年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなったが、従来、過去の分
　は時効消滅により直近の５年間分の年金に限ってお支払いしていたかた 

　　　〔老齢・障害・遺族年金の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます〕 
　（３）（１）や（２）に該当するかたが、亡くなられている場合には、そのご遺族のかた 
　　　〔未支給年金の時効消滅分が支払われます〕 
　　　※ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、そのかたと生計を同じくされていたかたに限り、配偶者、子、父母、孫、
　 　祖父母、兄弟姉妹の順となります。 

○今後、年金記録が訂正された結果、従来であれば、過去の分は直近５年間分の年金に限ってお支払いすることとなるかた 
　〔増額された老齢・障害・遺族年金や未支給年金が支払われます〕 
 
 
○今後、年金記録が訂正されるかた　 
　記録の訂正の手続以外に特別な手続は必要ありません。年金記録の訂正に合　わせて自動的に手続を行い、５年を
経過した分の年金額もお支払いします。 
○既に、年金記録が訂正されている受給者のかた 
　できる限り簡単に手続をしていただけるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送いたします。 
　※お手続きからお支払いまでの期間は、２～３か月程度です。お支払いの前に、審査結果・振込などのお知らせをいたします。 
【問合先】  岐阜南社会保険事務所 1２７３-６１６１　 ねんきんダイヤル 1０５７０-０５-１１６５ 

1.法律の概要 

2.対象となるかた 

3.必要な手続き 
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